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都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

             厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について（通知） 

 

 

 身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る航空旅客運賃の割引について

は、「障害者に対する航空旅客運賃の割引について（通知）」（平成 30年９月 21

日障発 0921第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「通知」

という。）によって、周知しているところです。 

 今般、（株）ＡＩＲＤＯ及び（株）フジドリームエアラインズにおいて、新た

に精神障害者に対して航空旅客運賃の割引制度が適用されるとともに、身体障

害者及び知的障害者に対する割引についても、障害の程度に関わらず手帳を有

している者全員に対して、介護者１名まで割引を適用することになりました。 

 これに伴い、通知を改正し、別添のとおりとすることとしました。今回新し

く適用を開始する運賃の割引制度については、（株）ＡＩＲＤＯに係る部分にあ

っては平成 31年１月 16日予約受付分から既に適用されているほか、（株）フジ

ドリームエアラインズに係る部分にあっては平成 31 年３月 31 日搭乗分（平成

31年１月31日予約受付分）から適用されることとされているので、御了知の上、

管内市町村、関係団体等に対して周知徹底を図るとともに、円滑な施行に特段

のご協力をお願いいたします。 

なお、（株）ＡＩＲＤＯが平成 31年１月 16日までに発券した場合であっても、

同日以降の申出により割引が適用される場合があるので、詳細については、同

社に問い合わせていただく必要があります。また、障害者に対する航空運送事

業者の旅客運賃の割引については、（株）ＡＩＲＤＯ及び（株）フジドリームエ

アラインズに係る割引の適用範囲等の改正以外は、従前の取扱いから変更はあ

りません。 



 併せて、本通知については、国土交通省と協議済みであることを申し添えま

す。 

  



別添 

  

障発０９２１第８号 

平成 30 年９月２１日                            

 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

             厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

障害者に対する航空旅客運賃の割引について（通知） 

 

 

 身体障害者及び知的障害者に係る航空旅客運賃の割引については、それぞれ

「身体障害者航空旅客運賃の割引について」（平成 14 年 10 月 16 日社援発第

1016008号厚生労働省社会・援護局長通知）及び「知的障害者に対する航空旅客

運賃の割引について」（平成３年９月 24 日児発第 812 号厚生省児童家庭局長通

知）（以下「両通知」という。）によって、周知しているところです。 

 今般、一部の航空運送事業者において、精神障害者に対しても航空旅客運賃

の割引制度が適用されるとともに、身体障害者及び知的障害者に対する割引に

ついても、障害の程度に関わらず手帳を有している者全員に対して、介護者１

名まで割引を適用することになりました。 

 これに伴い、障害者に対する航空旅客運賃の割引について、別紙のとおり、

取り扱われることとなりましたので、御了知の上、管内市町村、関係団体等に

対して周知徹底を図るとともに、円滑な施行に特段のご協力をお願いいたしま

す。また、両通知は平成 30年 10月４日をもって廃止します。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項

の規定に基づく技術的助言として通知するものです。 

 また、本通知については、国土交通省と協議済みであることを申し添えます。  



別紙 

 

第１ 割引運賃額及び購入手続等 

障害者に対する割引運賃及び購入手続等は、第２の１及び２に掲げる各

航空運送事業者がそれぞれ設定するものであり、航空運送事業者又は路線

によって異なることがある。 

第２ 割引運賃の適用区間 

 １ 身体障害者及び知的障害者について 

割引運賃の適用区間は、日本航空（株）、日本トランスオーシャン航空（株）、

日本エアコミューター（株）、琉球エアーコミューター（株）、（株）ジェイ

エア、（株）北海道エアシステム、全日本空輸（株）、ＡＮＡウイングス（株）、

スカイマーク（株）、（株）ＡＩＲＤＯ、（株）ソラシドエア、（株）スター

フライヤー、（株）フジドリームエアラインズ、新中央航空（株）、アイベ

ックスエアラインズ（株）、東邦航空（株）、オリエンタルエアブリッジ（株）

及び天草エアライン（株）の定期航空路線の国内線全区間とする。 

 ２ 精神障害者について 

割引運賃の適用区間は、日本航空（株）、日本トランスオーシャン航空（株）、

日本エアコミューター（株）、琉球エアーコミューター（株）、（株）ジェイ

エア、（株）北海道エアシステム、全日本空輸（株）、ＡＮＡウイングス（株）、

スカイマーク（株）、（株）ＡＩＲＤＯ、（株）ソラシドエア、（株）スター

フライヤー、（株）フジドリームエアラインズ、アイベックスエアラインズ

（株）、オリエンタルエアブリッジ（株）及び天草エアライン（株）の定期

航空路線の国内線全区間とする。 

第３ 割引運賃の適用範囲等 

 １ 身体障害者について 

（１） 次の①又は②の身体障害者が介護者（航空運送事業者が介護能力が

あると認める満 12歳以上の旅客で、割引運賃の対象となる障害者と同

時に同一区間を利用するものをいう。以下同じ。)と共に、又は単独で

利用する場合に、当該身体障害者及び介護者１名に対し、それぞれ適

用する。 

①  身体障害者手帳の交付を受けている満 12歳以上の身体障害者で、同

手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種と記入されているも

の(以下「第一種身体障害者」という。) 

②  身体障害者手帳の交付を受けている満 12歳以上の身体障害者で、同

手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第二種と記入されているも

の(以下「第二種身体障害者」という。)(日本航空（株）、日本トラン



スオーシャン航空（株）、日本エアコミューター（株）、琉球エアー

コミューター（株）、（株）ジェイエア、（株）北海道エアシステム、

全日本空輸（株）、ＡＮＡウイングス（株）、スカイマーク（株）、

（株）ＡＩＲＤＯ、（株）ソラシドエア、（株）スターフライヤー、

（株）フジドリームエアラインズ、アイベックスエアラインズ（株）、

オリエンタルエアブリッジ（株）及び天草エアライン（株）を利用す

る者に限る。) 

（２） 第二種身体障害者(第３の１の（１）の②の者を除く。)が利用する

場合に、当該第二種身体障害者に対し適用する。 

 ２ 知的障害者について 

（１） 次の①又は②の知的障害者が介護者と共に、又は単独で利用する場

合に、当該知的障害者及び介護者１名に対し、それぞれ適用する。 

①  療育手帳の交付を受けている満 12歳以上の知的障害者で、同手帳の

旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種と記入されているもの(以

下「第一種知的障害者」という。) 

②  療育手帳の交付を受けている満 12歳以上の知的障害者で、同手帳の

旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第二種と記入されているもの(以

下「第二種知的障害者」という。)(日本航空（株）、日本トランスオー

シャン航空（株）、日本エアコミューター（株）、琉球エアーコミュー

ター（株）、（株）ジェイエア、（株）北海道エアシステム、全日本空輸

（株）、ＡＮＡウイングス（株）、スカイマーク（株）、（株）ＡＩＲＤ

Ｏ、（株）ソラシドエア、（株）スターフライヤー、（株）フジドリー

ムエアラインズ、アイベックスエアラインズ（株）、オリエンタルエア

ブリッジ（株）及び天草エアライン（株）を利用する者に限る。) 

（２） 第二種知的障害者(第３の２の（１）の②の者を除く。) が利用する

場合に、当該第二種知的障害者に対し適用する。 

（３） 知的障害者は、あらかじめ、その居住地を所管する福祉事務所長か

ら療育手帳に割引対象者である旨の証明印の押印を受けるものとする。 

 ３ 精神障害者について 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満 12歳以上の精神障害者

が介護者と共に、又は単独で利用する場合に、当該精神障害者及び介護者

１名に対し、それぞれ適用する。 

第４ 実施期日 

障害者に対する割引運賃の適用範囲の拡大措置は、平成 30年 10月４日

より実施される。ただし、変更が可能な航空券であれば、同日までに発券し

た場合であっても、同日以降の申し出により適用される。 


